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一 

　
担
保
概
念
の
パ
ラ
ダ
イ

ム
シ
フ
ト
―
―
回
収
の
た

め
の
担
保
」か
ら
「
生
か

す
た
め
の
担
保
」
へ

　
金
融
実
務
に
お
け
る
担
保
の
概
念

に
は
、
債
権
回
収
・
保
全
を
前
提
と

す
る
、融
資
先
等
の
財
産
か
ら
の「
回

収
の
た
め
の
担
保
」
と
、
融
資
先
企

業
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
や
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
を
前
提
と
す
る
、
融
資
先
企
業

や
事
業
を
「
生
か
す
た
め
の
担
保
」

が
あ
る
。
前
者
の
典
型
と
し
て
不
動

産
担
保
が
あ
り
、
後
者
の
典
型
と
し

て
Ａ
Ｂ
Ｌ
（
具
体
的
に
は
集
合
動
産

譲
渡
担
保
お
よ
び
集
合
債
権
譲
渡
担

保
）
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
後
者
の
機

能
を
高
め
る
も
の
と
し
て
、
新
た
に

企
業
価
値
担
保
権
と
い
う
究
極
の
担

保
制
度
も
創
設
さ
れ
た
。

　
従
来
の
担
保
実
務
は
「
回
収
の
た

め
の
担
保
」
が
主
流
で
あ
り
、「
生

か
す
た
め
の
担
保
」
は
、
融
資
先
が

「
回
収
の
た
め
の
担
保
」
と
し
て
金

融
機
関
に
提
供
で
き
る
財
産
が
な
い

場
合
に
こ
れ
を
補
完
す
る
も
の
と
し

て
活
用
さ
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、

「
回
収
の
た
め
の
担
保
」
に
は
、
後

記
三
１
の
よ
う
な
弊
害
が
あ
る
た

め
、
近
時
は
、「
担
保
や
保
証
に
過

度
に
依
存
し
た
融
資
慣
行
の
是
正
」、

す
な
わ
ち
、融
資
の
保
全
と
し
て「
回

収
の
た
め
の
担
保
」
を
フ
ァ
ー
ス
ト

チ
ョ
イ
ス
と
す
る
実
務
慣
行
か
ら
、

設
備
資
金
の
融
資
対
象
物
件
へ
の
抵

当
権
設
定
等
を
除
き
、「
生
か
す
た

め
の
担
保
」
を
フ
ァ
ー
ス
ト
チ
ョ
イ

ス
と
す
る
実
務
慣
行
へ
の
転
換
を
図

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
「
回
収
の
た
め
の
担
保
」
か

ら
「
生
か
す
た
め
の
担
保
」
へ
の
担

保
概
念
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
に
よ

り
、
従
来
か
ら
の
担
保
金
融
の
推
進

（
担
保
に
よ
る
回
収
の
確
保
）
の
要

請
と
、
事
業
再
生
や
一
般
商
取
引
債

権
者
保
護
の
要
請
と
の
調
和
を
図
る

こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と

も
、「
担
保
や
保
証
に
過
度
に
依
存

し
た
融
資
慣
行
の
是
正
」
は
、
基
本

的
に「
回
収
の
た
め
の
担
保
」が「
生

か
す
た
め
の
担
保
」
を
補
完
す
る
実

務
慣
行
へ
と
移
行
す
る
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
不
動
産
担
保

等
の
よ
う
な
従
来
型
の
「
回
収
の
た

め
の
担
保
」
を
制
限
す
る
趣
旨
で
は

な
い
（
た
だ
し
、
経
営
者
に
よ
る
個

人
保
証
は
、
ま
っ
た
く
別
の
趣
旨
か

ら
、
経
営
者
保
証
に
関
す
る
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
や
２
０
２
３
年
４
月
１
日
か

ら
適
用
さ
れ
て
い
る
金
融
庁
の
監
督

指
針
で
制
限
さ
れ
て
い
る
）
こ
と
に

注
意
が
必
要
で
あ
る
。

二 

　
第
三
の
担
保
概
念
と

し
て
の
「
復
活
の
た
め

の
担
保
」

　
筆
者
は
事
業
再
生
や
債
権
管
理
回

収
を
専
門
と
し
て
い
る
関
係
上
、
従

「
復
活
の
た
め
の
担
保
」
と
し
て
の
企
業
価
値
担
保
権

「
復
活
の
た
め
の
担
保
」
と
し
て
の
企
業
価
値
担
保
権

北
海
道
銀
行

北
海
道
銀
行  

融
資
部

融
資
部  

上
席
融
資
役

上
席
融
資
役
　　
佐
々
木
佐
々
木  

宏
之
宏
之

論
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は
じ
め
に

　
政
府
は
、
２
０
２
４
年
を
「
中
堅

企
業
元
年
」
と
位
置
づ
け
、
２
０
２

５
年
２
月
に
内
閣
府
か
ら
「
中
堅
企

業
成
長
ビ
ジ
ョ
ン
」（
以
下
、「
成
長

ビ
ジ
ョ
ン
」
と
い
う
）
が
公
表
さ
れ

た
。
成
長
ビ
ジ
ョ
ン
に
お
い
て
は
、

日
本
経
済
の
経
済
成
長
と
賃
上
げ
の

好
循
環
を
目
指
す
に
あ
た
っ
て
、
中

堅
企
業
の
さ
ら
な
る
成
長
と
、
中
小

企
業
か
ら
中
堅
企
業
へ
の
成
長
の
重

要
性
が
指
摘
さ
れ
た
。
同
時
に
、
中

堅
企
業
（
お
よ
び
中
堅
企
業
を
目
指

す
中
小
企
業
）
の
成
長
阻
害
要
因
と

し
て
、
そ
の
大
宗
を
占
め
る
フ
ァ
ミ

リ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
に
お
け
る
ガ
バ
ナ
ン

ス
上
の
課
題
が
指
摘
さ
れ
、
２
０
２

５
年
３
月
に
は
、
経
済
産
業
省
に
お

い
て
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
の
ガ

バ
ナ
ン
ス
の
在
り
方
に
関
す
る
研
究

会
」（
以
下
、「
研
究
会
」
と
い
う
）

が
発
足
し
た
。

　
研
究
会
で
は
、目
下
、フ
ァ
ミ
リ
ー

ビ
ジ
ネ
ス
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
範
を
策

定
す
る
た
め
の
検
討
が
進
め
ら
れ
て

お
り
、
２
０
２
５
年
12
月
に
「
フ
ァ

ミ
リ
ー
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
ガ
イ
ダ
ン
ス

（
仮
称
）骨
子
案
」（
以
下
、「
骨
子
案
」

と
い
う
）
が
公
表
さ
れ
た
。

　
本
稿
で
は
、
祖
父
か
ら
不
動
産
管

理
事
業
を
受
け
継
ぎ
、
弁
護
士
で
あ

り
な
が
ら
フ
ァ
ミ
リ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
の

実
際
を
も
経
験
し
て
き
た
筆
者
の
知

見
も
交
え
つ
つ
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ビ
ジ

ネ
ス
の
特
徴
、
日
本
経
済
に
お
け
る

存
在
感
、
強
み
、
お
よ
び
ガ
バ
ナ
ン

ス
上
の
課
題
を
解
説
し
た
う
え
で
、

フ
ァ
ミ
リ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
の
ガ
バ
ナ
ン

ス
如
何
が
金
融
機
関
に
与
え
る
影
響

と
、
金
融
機
関
に
期
待
さ
れ
る
役
割

を
解
説
す
る
。

一 

　
フ
ァ
ミ
リ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
の

特
徴

１ 　
フ
ァ
ミ
リ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
の
定

義
と
特
徴

　
一
口
に
フ
ァ
ミ
リ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
と

い
っ
て
も
そ
の
定
義
は
幾
通
り
も
あ

り
得
る
が
、
骨
子
案
で
は
、
フ
ァ
ミ

リ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
を
「
創
業
者
や
創
業

者
一
族
が
、
株
主
又
は
経
営
者
と
し

て
、
世
代
を
超
え
て
重
要
な
影
響
を

及
ぼ
す
会
社
」
と
定
義
し
て
お
り
、

本
稿
に
つ
い
て
も
基
本
的
に
同
様
の

イ
メ
ー
ジ
で
読
み
進
め
て
い
た
だ
い

て
差
し
支
え
な
い
。

２ 　
フ
ァ
ミ
リ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
特
有

の
複
雑
な
利
害
状
況

　
フ
ァ
ミ
リ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
で
は
、
そ

の
主
要
な
関
与
者
の
属
性
と
し
て
、

フ
ァ
ミ
リ
ー
（
一
族
）、
オ
ー
ナ
ー

シ
ッ
プ
（
株
主
）、
ビ
ジ
ネ
ス
（
役

職
員
）
の
３
種
類
が
存
在
し
、
そ
れ

ら
が
互
い
に
一
部
ず
つ
重
な
り
合
う

こ
と
で
７
パ
タ
ー
ン
の
異
な
る
利
害

関
係
者
（
創
業
家
、株
主
、役
職
員
、

創
業
家
兼
株
主
、創
業
家
兼
役
職
員
、

創
業
家
兼
株
主
兼
役
職
員
、
お
よ
び

株
主
兼
役
職
員
）
が
存
在
す
る
（
図

表
１
）。

　
非
フ
ァ
ミ
リ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
で
は
、

オ
ー
ナ
ー
シ
ッ
プ
と
ビ
ジ
ネ
ス
の
２

種
類
の
関
与
者
し
か
存
在
せ
ず
、
そ

鳥
飼
総
合
法
律
事
務
所 

弁
護
士　

松
野 

史
郎

今月の解説①

フ
ァ
ミ
リ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
の
持
続
可
能
性
を

高
め
る
フ
ァ
ミ
リ
ー
ガ
バ
ナ
ン
ス
と

金
融
機
関
に
期
待
さ
れ
る
役
割
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は
じ
め
に

　
近
時
、
特
殊
詐
欺
お
よ
び
Ｓ
Ｎ
Ｓ

型
投
資
・
ロ
マ
ン
ス
詐
欺
等
に
お
け

る
資
金
移
転
は
、
手
口
の
高
度
化
と

匿
名
化
を
伴
い
な
が
ら
拡
大
し
、
そ

の
受
け
皿
と
し
て
架
空
・
他
人
名
義

口
座
が
反
復
し
て
利
用
さ
れ
る
事
態

が
、
金
融
取
引
の
信
頼
を
揺
る
が
す

社
会
的
課
題
と
し
て
定
着
し
つ
つ
あ

る
。
本
人
確
認
制
度
は
、
も
は
や
形

式
的
な
入
口
管
理
に
と
ど
ま
ら
ず
、

金
融
取
引
の
健
全
性
と
社
会
の
安
全

を
支
え
る
制
度
基
盤
と
し
て
、
よ
り

い
っ
そ
う
の
強
靭
性
と
一
貫
性
を
備

え
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
。

　
本
稿
が
対
象
と
す
る
の
は
、
金
融

庁
・
警
察
庁
等
が
公
表
し
た
「
犯
罪

に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

命
令（
案
）」（
注
１・２
）（
以
下
、「
本

改
正
案
」
と
い
う
）
で
あ
る
。
本
改

正
案
は
、
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転

防
止
に
関
す
る
法
律
（
以
下
、「
犯

収
法
」
と
い
う
）
４
条
１
項
・
２
項

（
同
条
５
項
に
よ
る
読
替
え
を
含

む
）、
同
条
４
項
お
よ
び
６
条
１
項

を
根
拠
に
、
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移

転
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
以
下
、
単
に
「
規
則
」
と
い
い
、

現
行
の
同
規
則
を
「
現
行
規
則
」、

本
改
正
案
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
を

「
改
正
後
規
則
」ま
た
は「
今
回
改
正
」

と
い
う
）
６
条
・
12
条
・
14
条
等
を

改
め
、
本
人
確
認
の
中
核
を
Ｉ
Ｃ

チ
ッ
プ
情
報
読
取
へ
と
置
き
直
す
点

に
特
徴
が
あ
る
。

　
さ
ら
に
本
改
正
案
は
、
す
で
に
公

布
済
み
で
２
０
２
７
年
４
月
１
日
施

行
予
定
の
非
対
面
取
引
に
係
る
改
正

（
注
３
）（
以
下
、「
先
行
改
正
」
と

も
い
う
）（
現
行
規
則
６
条
１
項
１

号
ホ
〔
顔
写
真
付
き
本
人
確
認
書
類

画
像
送
信
＋
容
貌
画
像
情
報
（
自
撮

り
）
送
信
〕
の
廃
止
と
、
改
正
後
規

則
６
条
１
項
１
号
ハ
〔
Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ

情
報
送
信
＋
容
貌
画
像
情
報
（
自
撮

り
）
送
信
〕）
お
よ
び
２
０
２
５
年

６
月
24
日
に
先
行
施
行
さ
れ
た
同
項

１
号
ト
〔
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録

＝
ス
マ
ホ
版
マ
イ
ナ
〕（
注
４
）
へ

の
一
本
化
）
を
前
提
に
、対
面
取
引・

郵
送
併
用
取
引
・
代
表
者
等
取
引
・

厳
格
な
取
引
時
確
認
（
高
リ
ス
ク
取

引
）
と
い
う
残
部
を
Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ
読

取
お
よ
び
ス
マ
ホ
版
マ
イ
ナ
と
い
う

対
面
本
人
確
認
の
Ｉ
Ｃ
化
に
関
す
る
実
務
的
検
討

―
非
対
面
先
行
改
正
を
前
提
と
す
る
「
第
２
段
階
」
改
正
の

位
置
づ
け
と
金
融
機
関
実
務
へ
の
影
響
―

今
月
の
解
説
②

弁
護
士
法
人
三
宅
法
律
事
務
所 

弁
護
士　

渡
邉 

雅
之
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２
０
２
５
年
５
月
30
日
に
成
立
し

た
改
正
保
険
業
法
（
同
年
６
月
６
日

公
布
）
は
、
保
険
金
不
正
請
求
等
の

一
連
の
不
祥
事
を
受
け
、
保
険
市
場

に
お
け
る
競
争
を
「
顧
客
本
位
の
業

務
運
営
」お
よ
び「
保
険
サ
ー
ビ
ス
本

来
の
提
供
価
値
を
め
ぐ
る
競
争
」
へ

回
帰
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
制

度
改
革
で
あ
る
。
保
険
業
法
の
改
正

に
加
え
、
政
省
令
・
監
督
指
針
改
正

も
段
階
的
に
公
表
さ
れ
て
お
り
、
保

険
会
社
の
み
な
ら
ず
、
銀
行
を
含
む

保
険
代
理
店
の
経
営
管
理
態
勢
、
募

集
管
理
態
勢
、
情
報
管
理
態
勢
等
に

実
務
上
の
対
応
が
求
め
ら
れ
る
。

　
本
稿
で
は
、
主
要
論
点
に
絞
り
、

改
正
の
全
体
像
と
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン

ス
上
の
要
点
を
整
理
す
る
。

一
　
は
じ
め
に

　
保
険
金
不
正
請
求
事
案
、
保
険
料

調
整
行
為
事
案
、
顧
客
情
報
の
不
適

切
な
取
扱
い
等
の
不
祥
事
は
、
保
険

市
場
に
お
け
る
競
争
の
あ
り
方
を
問

い
直
す
契
機
と
な
っ
た
。
保
険
業
界

お
よ
び
金
融
庁
は
、
競
争
が
顧
客
に

対
す
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
質

や
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
価
値
を
め

ぐ
る
も
の
で
は
な
く
、
代
理
店
や
契

約
者
に
対
す
る
便
宜
提
供
や
売
上

高
・
シ
ェ
ア
獲
得
に
傾
斜
し
て
い
た

点
を
問
題
視
し
、
競
争
構
造
の
是
正

を
通
じ
、「
顧
客
本
位
の
業
務
運
営
」

を
徹
底
し
、
健
全
な
競
争
環
境
を
実

現
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
て
、
各
種

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
、
保
険
業
法
お
よ
び

関
連
す
る
政
省
令
・
保
険
会
社
向
け

の
総
合
的
な
監
督
指
針
（
以
下
、「
監

督
指
針
」
と
い
う
）
が
改
正
さ
れ
る

に
至
っ
た
。

　
以
下
で
は
、
保
険
業
法
改
正
の
概

要
に
加
え
、
監
督
指
針
改
正
等
の
主

要
論
点
を
整
理
し
、
保
険
会
社
お
よ

び
保
険
代
理
店（
特
に
銀
行
代
理
店
）

の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
対
応
に
お
け

る
留
意
点
を
述
べ
る
。

二 　
一
連
の
不
祥
事
と
行

政
処
分
か
ら
の
示
唆

１
　
競
争
構
造
の
変
質

　
不
祥
事
の
背
景
と
し
て
指
摘
さ
れ

た
の
は
、
保
険
市
場
に
お
け
る
競
争

が
、
顧
客
の
利
益
や
適
切
な
商
品
選

択
の
確
保
よ
り
も
、
代
理
店
や
契
約

者
に
対
す
る
利
益
提
供
や
営
業
推
進

策
を
通
じ
た
販
売
拡
大
へ
と
歪
ん
で

い
た
点
で
あ
る
。こ
う
し
た
競
争
は
、

過
度
な
便
宜
供
与
、
不
適
切
な
出
向

慣
行
、
手
数
料
設
計
の
偏
り
等
を
誘

発
し
、
募
集
品
質
の
劣
化
や
コ
ン
プ

令
和
７
年
改
正
保
険
業
法
と

令
和
７
年
改
正
保
険
業
法
と

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
遵
守

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
遵
守

森
・
濱
田
松
本
法
律
事
務
所
外
国
法
共
同
事
業

森
・
濱
田
松
本
法
律
事
務
所
外
国
法
共
同
事
業  

弁
護
士

弁
護
士
　　
篠
原
篠
原  

孝
典
孝
典

今
月
の
解
説
③
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は
じ
め
に

　
大
企
業
や
著
名
企
業
に
お
け
る
不

祥
事
は
、
依
然
と
し
て
後
を
絶
た
な

い
状
況
に
あ
り
ま
す
。
し
か
も
、
よ

り
深
刻
に
受
け
止
め
る
べ
き
点
は
、

筆
者
が
こ
の
表
現
を
用
い
る
の
は
今

回
の
連
載
が
初
め
て
で
は
な
い
と
い

う
事
実
で
す
。

　
す
な
わ
ち
、
２
０
１
７
年
の
「
エ

モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

の
理
論
と
実
践
」と
題
す
る
連
載（
ビ

ジ
ネ
ス
ロ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
ル
）、
２
０

２
１
年
に
『
エ
モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
コ
ン

プ
ラ
イ
ア
ン
ス
』（
中
央
経
済
社
）

を
上
梓
し
た
際
、
さ
ら
に
２
０
２
５

年
に
そ
の
第
２
版
を
刊
行
し
た
際
に

も
、
同
様
の
問
題
意
識
に
基
づ
き
同

種
の
表
現
を
用
い
て
き
ま
し
た
。
こ

れ
ら
の
経
緯
か
ら
明
ら
か
な
と
お

り
、
本
問
題
は
一
過
性
の
現
象
で
は

な
く
、
少
な
く
と
も
10
年
以
上
に
わ

た
り
継
続
し
て
い
る
構
造
的
課
題
で

あ
る
と
い
え
ま
す
。

　
特
に
金
融
機
関
に
目
を
向
け
る

と
、
着
服
と
い
っ
た
伝
統
的
犯
罪
に

と
ど
ま
ら
ず
、イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
、

貸
金
庫
か
ら
の
継
続
的
な
資
金
流

用
、
個
人
情
報・機
密
情
報
の
漏
洩
、

顧
客
の
身
体
や
不
動
産
等
の
資
産
に

対
す
る
侵
害
行
為
、
反
社
会
的
勢
力

へ
の
継
続
的
融
資
、
さ
ら
に
は
多
数

の
社
員
に
よ
る
顧
客
に
対
す
る
詐
欺

的
行
為
な
ど
、
単
な
る
「
不
祥
事
」

の
範
疇
を
明
確
に
超
え
る
悪
質
な
犯

罪
行
為
が
相
次
い
で
発
生
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
量
的
な
問
題
に
と
ど
ま

ら
ず
、
質
的
に
も
き
わ
め
て
深
刻
な

状
況
で
あ
る
と
評
価
せ
ざ
る
を
得
ま

せ
ん
。

　
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
中
に
は
、

特
定
の
社
員
の
個
人
的
資
質
や
事
情

に
強
く
起
因
す
る
ケ
ー
ス
も
含
ま
れ

て
お
り
、
す
べ
て
を
一
律
に
「
組
織

ぐ
る
み
の
不
祥
事
」
と
断
定
す
る
こ

と
は
必
ず
し
も
適
切
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。

　
一
方
で
、
金
融
庁
を
は
じ
め
と
す

る
監
督
官
庁
・
監
督
機
関
に
よ
る
コ

ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
お
よ
び
コ
ン
ダ
ク

ト
リ
ス
ク
へ
の
対
応
は
、
規
制
・
監

督
・
行
政
処
分
の
各
側
面
に
お
い
て

年
々
厳
格
化
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の

結
果
、
各
金
融
機
関
に
お
い
て
も
、

従
前
に
も
増
し
て
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
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